
償
方
ニ

付
屢
々

債
主
ニ

迫
リ
宥
恕
ヲ

請
求
ス

ル

モ

到
底
示
談
ノ

行
届
カ

サ
ル

ヨ

リ
遂
ニ

多
衆
ノ

勢
力
ヲ

以
テ
其
目
的
ヲ

達
セ

ン

ト
欲
ス

ル

ニ

ア
リ
尤
モ

此

事
ハ

既
ニ

探
知
ス

ル

ヲ

以
テ
速
ニ

警
察
官
吏
ヲ

派
遣
シ

百
方
説
諭
鎮
撫
ニ

尽

力
セ

シ

メ
タ
ル

処
皆
ナ
其
ノ

不
理
ナ
ル

コ

ト
ヲ

覚
リ
大
ニ

悔
悟
ノ

状
ヲ

呈
シ

翌
十
一

日
天
明
ニ

至
リ
夫
々

解
散
人
心
静
穏
ニ

帰
シ

タ
ル

モ

仍
ホ

将
来
ノ

警

戒
ヲ

厳
ニ

シ

且
ツ

首
唱
者
ハ

所
轄
警
察
署
ヘ

引
致
目
下
取
調
中
ニ

候
得
共
本

件
ノ

顚
末
不
取
敢
上
申
候
也

明
治
十
七
年
八
月
十
四
日

　
長
官
名

内
務
卿
宛

警
甲
第
八
〇
号

不
穏
集
会
ヲ

解
散
セ

シ

メ
タ
ル

義
ニ

付
上
申

曩
キ
ニ

県
下
武
相
二

州
ノ
人
民
負
債
弁
償
方
ニ

付
不
穏
ノ

集
会
ヲ

解
散
セ

シ

メ

タ
ル

顚
末
及
上
申
置
候
処
尚
又
本
月
十
六
日
相
州
津
久
井
郡
ノ

内
三
井
村

外
七
ケ
村
及
ヒ

武
州
南
多
摩
郡
鑓
水
村
人
民
三
百
四
十
一

名
ガ
困
民
会
ト
称

シ

負
債
償
却
上
ノ

事
ニ

付
南
多
摩
郡
小
比
企
村
字
稲
荷
森
ト

唱
フ

ル

原
野
ニ

集
会
不
穏
ノ

挙
動
有
之
ヲ

以
テ
鎮
静
方
ニ

着
手
夫
々

解
散
セ

シ

メ

候
得
共
頃

日
追
々

各
所
ニ

伝
播
シ

諸
方
ニ

集
合
ノ

聞
ヘ

有
之
ニ

付
於
今
充
分
之
レ

カ

取

締
ヲ

為
サ
ヽ

レ

バ

遂
ニ

巨
害
ヲ

為
ス

ニ

至
ル

モ

難
計
ト
思
考
候
条
右
集
合
ノ

場
所
ハ

一

々

警
部
ヲ

監
視
セ

シ

メ

治
安
妨
害
ノ

廉
ヲ

以
テ
集
会
条
例
第
十
七

条
ニ

ヨ

リ
解
散
ヲ

命
シ

若
シ

随
ハ

サ
ル

時
ハ

第
十
三
条
ニ

ヨ

リ
処
罰
ス

ヘ

キ

見
込
且
ツ

人
民
ヲ

教
唆
誘
導
シ

テ
〓
ニ

至
ラ
シ

ム

ル

巨
魁
ト
見
認
ム

ル

モ

ノ

ハ

相
当
処
分
可
致
候
得
共
此
段
不
取
敢
上
申
候
也

明
治
十
七
年
八
月
廿
一

日

　
長
官
名

内
務
卿
宛

警
甲
第
八
二

号

凶
徒
聚
衆
之
義
ニ

付
上
申

兼
テ
上
申
及
置
候
県
下
負
債
人
民
集
合
之
義
ニ

付
夫
々

取
締
方
手
配
罷
在
候

処
明
治
十
七
年
九
月
五
日
午
後
第
三
時
本
県
下
南
多
摩
郡
下
川
口

村
塩
野
倉

之
助
ナ
ル

者
願
之
筋
ア
リ
ト
唱
ヘ

八
王
子
警
察
署
ニ

出
頭
セ

ル

ヲ

以
テ
警
部

補
松
野
広
之
レ

ニ

対
シ

理
由
ヲ

取
糾
候
処
其
旨
意
タ
ル

ヤ

予
テ
凶
暴
ノ

企
ア

ル

集
合
事
件
ニ

付
去
ル

一

日
同
村
ヘ

集
合
ノ

際
警
察
官
ヲ

臨
検
セ

シ

メ

現
場

ニ

於
テ
証
拠
書
類
ヲ

押
ヘ

且
ツ

同
村
平
民
町
田
克
慶
ヲ

引
致
同
署
ニ

於
テ
取

調
中
ノ

処
村
内
一

同
ニ

於
テ
ハ

差
支
云
々

ヲ

以
テ
右
書
類
ト
共
ニ

下
戻
ヲ

要

求
ス

ル

旨
申
出
ル

ニ

ヨ

リ
其
不
当
ヲ

誡
メ

決
シ

テ
聞
入
ル

ヽ

ヘ

キ
事
柄
ニ

ア

ラ
サ
ル

コ

ト
ヲ

相
示
シ

候
際
門
前
ヘ

凡
ソ
二

百
余
名
ノ

人
民
各
蓑
笠
ヲ

着
シ

喧
閙
シ

テ
署
内
ニ

侵
入
シ

凶
暴
喧
噪
ス

ル

ヲ

以
テ
之
レ

ヲ

厳
制
シ

仍
ホ

理
由
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ヲ

訊
問
ス

ル

ニ

先
キ
ニ

進
ミ

タ
ル

者
共
ノ

申
出
ル

処
ヲ

聞
ク
ニ

何
レ

モ

負
債

償
却
ノ

整
ハ

サ
ル

ヲ

以
テ
総
テ
ノ

借
債
十
ケ
年
賦
ニ

致
シ

呉
レ

度
ト
申
唱
フ

ル

ヲ

以
テ
尚
又
群
衆
ニ

対
シ

訊
問
ス

ル

ニ

何
レ

モ

借
債
十
ケ
年
賦
ノ

事
ナ
リ

ト
同
音
ニ

答
ヘ

タ
リ
依
テ
如
此
事
柄
ハ

警
察
署
ニ

於
テ
採
用
ス

ヘ

キ
筋
ニ

ア

ラ
サ
ル

旨
ヲ

示
ス

モ

毫
モ

之
レ

ニ

応
ス

ル

ノ

模
様
ナ
キ
ヲ

以
テ
数
回
解
散
ヲ

命
令
ス

ル

ニ

愈
聞
入
レ

サ
ル

ノ

ミ

ナ
ラ
ス

署
外
ニ

駐
足
セ

ル

者
モ

追
々

署
内

ニ

押
入
ル

ヲ

認
メ

尚
厳
ニ

解
散
ヲ

命
ス

ル

モ

益
々

解
散
セ

サ
ル

ノ

ミ
ナ
ラ
ス

喧
閙
署
内
ニ

進
入
ス

ル

ノ

行
為
正
ク
凶
徒
多
衆
ヲ

嘯
聚
シ

テ
官
庁
ニ

喧
閙
セ

ル

現
行
ノ

犯
跡
顕
然
タ
ル

者
ニ

付
一

同
即
チ
二

百
十
名
ヲ

逮
捕
シ

目
下
取
調

中
ノ

処
仍
ホ

之
ヲ

奪
ハ

ン

ト
ス

ル

ノ

企
ア
ル

趣
探
偵
上
ニ

テ
相
聞
ヘ

候
ニ

付

警
部
巡
査
等
出
張
セ

シ

メ

厳
重
取
締
ノ

処
分
ニ

及
候
条
此
段
不
取
敢
上
申
候

也
明
治
十
七
年
九
月
六
日

　
長
官
名

内
務
卿
宛

司
法
卿
宛

○
十
一

月
五
日
埼
玉
県
下
ノ

暴
徒
猖
獗
当
県
下
ニ

侵
入
ノ

景
状
ア
ル

ヲ

以
テ
田

警
部
長
巡
査
五
十
名
ヲ

引
率
出
張
青
梅
警
察
分
署
ヲ

本
拠
ト
シ

曽
テ
出
張
シ

タ
ル

警
部
巡
査
二

十
余
名
ト
相
合
シ

埼
玉
県
下
接
近
ノ

郡
村
中
要
路
ノ

所
ニ

之
ヲ

派
遣
シ

以
テ
侵
入
ノ

防
キ
ヲ

ナ
シ

且
ツ

小
田
原
藤
沢
ノ

両
警
察
署
ヨ

リ

ハ

警
部
巡
査
ヲ

郡
村
中
ニ

派
出
シ

以
テ
郡
村
内
ノ

人
心
ヲ

鎮
撫
シ

居
タ
ル

ニ

暴
徒
ハ

埼
玉
県
下
秩
父
郡
ヨ

リ
山
梨
県
下
ニ

横
行
ス

ル

ヲ

以
テ
尚
ホ

同
県
近

接
ノ

地
即
チ
本
県
氷
川
分
署
部
内
ノ

要
路
ニ

巡
査
ヲ

派
出
シ

侵
入
ノ

防
禦
ヲ

ナ
シ

タ
ル

ニ

幸
ニ

侵
入
ナ
ク
随
テ
郡
村
ノ

人
心
モ

静
沈
ニ

帰
シ

タ
リ

（
注
）
明
治
十
七
年
。

（「
騒
擾
事
変
」『
神
奈
川
県
史
料
』
五
巻
所
収
）

一

〇
五

　
騒
擾
取
締
に

関
す
る
高
座
郡
長
の

内
達
（
一

－
二

）

（一）

『
高
庶
第
千
四
百
壱
号
』

世
上
便
利
融
通
ノ

為
メ

彼
レ

ノ

剰
余
ヲ

以
是
レ

ノ

欠
乏
ヲ

補
ヒ

相
互
貸
借
流
用

ス

ル

コ

ト
ハ

自
然
普
通
ノ

原
則
ナ
リ
然
ル

ニ

目
今
ノ

景
状
ヲ

視
ル

ニ

或
ヒ

ハ

奸

黠
ノ
徒
ア
リ
愚
民
ヲ

煽
動
シ

己
レ

負
債
主
ノ

総
代
ト
称
シ

恣
ニ

永
年
賦
無
利
足

等
ノ

方
法
ヲ

設
ケ
彼
我
ノ

約
束
ニ

拘
ハ

ラ
ス

暴
行
強
迫
ノ

手
段
ヲ

以
テ
債
主
ヲ

威
服
セ

シ

メ
ン

ト
ス

ル

由
相
聞
ヘ

右
ハ

容
易
ナ
ラ
サ
ル

義
ニ

有
之
若
シ

相
対
貸

借
ニ

関
シ

他
ヨ

リ
謂
ナ
キ
モ

ノ

立
入
強
談
等
ナ
ス

者
有
之
ト
キ
ハ

住
所
人
名
ヲ

問
ヒ

速
ニ

最
寄
警
察
署
又
ハ

分
署
ヘ

通
知
処
分
受
ケ
可
申
様
予
テ
部
内
ヘ

示
諭

シ

置
ク
ヘ

ク
此
旨
内
達
候
也
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明
治
十
七
年
七
月
廿
五
日

　
高
座
郡
長
　
今
福
元
頴

河
本
崇
蔵
殿

（二）

埼
玉
県
下
秩
父
郡
人
民
数
百
人
嘯
集
暴
挙
ノ

趣
其
筋
ヨ

リ
達
有
之
候
ニ

付
本
郡

内
取
締
向
ノ

義
篤
ク
注
意
可
致
旨
本
県
ヨ

リ
内
達
有
之
候
条
其
所
轄
内
人
民
ニ

於
テ
軽
遽
ノ

挙
動
無
之
様
予
テ
注
意
可
致
此
旨
内
達
候
事

明
治
十
七
年
十
一

月
四
日

　
高
座
郡
長
　
今
福
元
頴

鵜
ノ

森
村
外
四
ケ
村
戸
長

河
本
崇
蔵
殿

（「
本
県
本
郡
役
所
達
書
照
会
状
綴
」（
明
治
一

七
年
）
相
模
原
市
史
資
料
室
蔵
）

一

〇
六

　
負
債
者
対
策
に

関
す
る
高
座
郡
長
宛
南
多
摩
郡
長

県
書
記
官
書
簡
（
一

－
二

）

（一）

負
債
困
民
之
義
ニ

付
貴
官
及
津
久
井
郡
長
ト
会
同
協
議
ノ
上
内
申
可
致
旨
県
令

ヨ

リ
御
達
相
成
右
者

何
れ
も
同
様
之
御
達
と
推
考
致
候
就
而
会
同
地
并
ニ

日
限

等
別
ニ

御
示
し
も
早
々

前
着
無
之
候
ハ

ヽ

何
地
ヘ

何
日
ニ

会
同
と
貴
官
ニ

而
ハ

御
取
極
メ
至
急
御
回
報
相
成
度
津
久
井
郡
ヘ

者
是
よ
り
通
知
方
取
斗
可
申
委
曲

者
譲
拝
晤
草
々

不
一

十
二

月
十
二

日

　
原

豊
穣

今
福
君

御
坐
下

（
今
福

祥
氏
蔵
）

（
注
）
明
治
十
七
年
。

（二）

陳
者
過
般
御
出
港
之
節
御
相
談
申
候
負
債
者
之
件
其
後
立
木
通
善
来
リ
県
令
ヨ

リ
相
談
相
成
候
処
各
郡
長
ニ

於
テ
配
意
有
之
候
上
ハ

最
早
仲
裁
ハ

謝
絶
致
候
旨

同
人
よ
り
申
出
候
間
此
上
ハ

自
然
困
民
等
貴
官
ヘ

歎
願
等
申
出
候
義
も
可
有
之

其
場
合
ニ

於
テ
者
充
分
懇
切
御
取
扱
穏
便
之
結
果
ヲ

得
候
様
御
尽
力
相
成
度
尚

其
事
情
ニ

依
リ
テ
ハ

速
ニ

御
申
出
相
成
度
此
段
申
上
候
也

十
二

月
廿
三
日

　
書
記
官

今
福
高
座
郡
長
殿

（
今
福

祥
氏
蔵
）

（
注
）
明
治
十
七
年
。
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一

〇
七

　
負
債
者
徒
党
取
締
に

関
す
る
大
住
淘
綾
両
郡
長

の

内
達

第
五

十
四
号

南
多
摩
郡
都
筑
郡
負
債
徒
等
物
価
ノ

激
変
ニ

際
シ

図
ラ
サ
ル

ノ
困
弊
ヲ

極
メ
タ

ル

ヲ

以
テ
行
政
官
ニ

哀
願
シ

該
官
ノ

哀
憐
ヲ

受
ケ
タ
シ

ト
ノ
主
意
ニ

テ
総
代
人

ヲ

撰
ミ

各
債
主
ヘ

不
当
ノ

償
却
方
ヲ

昨
暮
南
多
摩
都
筑
橘
樹
高
座
ノ

各
郡
長
ヘ

申
出
尚
今
般
県
庁
ヘ

罷
出
候
ニ

付
長
官
ニ

於
テ
ハ

該
郡
長
等
ヲ

招
集
シ

御
談
議

ノ

上
長
官
ヨ

リ
総
代
人
等
ニ

対
シ

懇
篤
御
談
ノ

末
物
価
ノ

激
変
ニ

際
シ

困
弊
ニ

陥
リ
タ
ル

ハ

実
以
テ
憫
然
ノ

義
ニ

ハ

候
ヘ

共
行
政
官
ニ

於
テ
如
何
ニ

部
民
ニ

哀

憐
ヲ

加
フ
ル

モ

又
尽
力
ス

ル

モ

偏
頗
ノ

処
置
ハ

為
シ

難
キ
ヲ

以
テ
今
般
総
代
人

共
ヨ

リ
申
出
タ
ル

主
意
ニ

テ
ハ

負
債
者
ニ

取
リ
都
合
ヨ

ケ
レ

ト
モ

債
主
ニ

於
テ

ハ

到
底
承
諾
シ

得
ヘ

カ
ラ
サ
ル

義
ニ

テ
詰
リ
債
主
ヲ

斃
ス

ノ

手
段
ニ

外
ナ
ラ
ス

即
本
官
ニ

於
テ
ハ

負
債
者
モ

部
民
ナ
リ
債
主
モ

亦
部
民
ナ
リ
斯
ノ

如
キ
一

方
ニ

偏
ス

ル

ノ

所
置
ニ

尽
力
ハ

ナ
シ

難
キ
ニ

付
双
方
ニ

於
テ
出
来
得
ヘ

キ
義
ニ

無
之

テ
ハ

如
何
ナ
ル

示
談
ヲ

為
ス

モ

整
ヒ

難
ク
且
尽
力
モ

為
シ

難
キ
コ

ト
ナ
レ

ハ

自

今
集
合
談
判
又
ハ

総
代
人
ヲ

撰
ミ

候
如
キ
ハ

一

切
相
止
メ

各
自
ニ

正
実
ヲ

以
テ

債
主
ヘ

示
談
致
ス

ノ

外
ナ
シ

然
ル

上
ナ
レ

ハ

本
官
ニ

於
テ
モ

夫
々

尽
力
致
シ

且

郡
長
戸
長
ニ

於
テ
同
様
尽
力
候
様
致
シ

遣
ス

ヘ

ク
ト
ノ

旨
為
申
聞
相
成
候
処
右

〓
代
人
共
ニ

於
テ
ハ

直
ニ

皈
村
速
ニ

〓
代
人
ヲ

解
キ
各
自
ニ

正
実
ヲ

以
テ
債
主

ヘ

示
談
候
様
可
致
旨
承
諾
候
ニ

付
別
紙
略
記
廉
書
ノ
主
意
ニ

依
リ
尽
力
シ

尚
各

戸
長
ニ

於
テ
モ

同
様
尽
力
ス

ヘ

キ
様
懇
示
致
シ

置
ク
ヘ

キ
旨
今
般
諭
示
相
成
候

条
各
員
ニ

於
テ
モ

前
文
ノ

主
意
ニ

依
リ
夫
々

注
意
尽
力
有
之
度
此
段
及
内
達
候

也
明
治
十
八
年
二

月
廿
日

　
大
住
淘
綾
両
郡
長

飯
岡
頼
重

子
易
村
外
二

ケ
村

戸
長
　

萩
原
徳
次
郎
殿

〔
別
紙
〕

一

　
各
村
負
債
者
〓
代
人
ヲ

解
ク
事

一

　
各
負
債
者
ハ

各
自
ニ

銀
行
ヘ

談
判
ノ

事

一

　
各
負
債
者
集
合
談
判
ハ

厳
禁
ノ

事

一

　
各
負
債
者
銀
行
ヘ

頼
談
ニ

及
ヒ

過
酷
ノ

取
扱
ア
ル

節
ハ

郡
長
戸
長
ニ

於
テ

厚
ク
尽
力
ノ

事

一

　
私
立
銀
行
金
貸
会
社
ノ

貸
借
間
ニ

前
項
ノ

場
合
ア
ル

ト
キ
郡
長
戸
長
充
分

尽
力
致
ス

ヘ

ク
事

一

　
負
債
者
ハ

物
価
ノ

激
変
ニ

際
遇
セ

シ
コ

ト
故
非
常
ノ

取
扱
ヲ

為
シ

成
ル

ヘ

ク
懇
切
ニ

処
分
致
ス

ヘ

キ
事

（「
本
県
内
達
」（
明
治
一

七
年
）
伊
勢
原
市
役
所
蔵
）
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一

〇
八

　
負
債
党
取
捌
人
賞
与
に

関
す
る
高
座
郡
長
宛

県
書
記
官

南
多
摩
郡
長
書
簡
（
一

－
二

）

（一）

拝
読
負
債
党
之
件
ニ

付
尽
力
之
者
慰
労
方
御
問
合
之
趣
拝
承
右
者
已
ニ

評
議
も

致
居
候
義
ニ

有
之
其
目
的
ハ

饗
応
ニ

而
も
致
シ

相
当
之
事
ト
ハ

考
候
得
共
彼
等

幸
ニ

打
揃
出
港
致
居
候
場
合
も
無
之
又
夫
レ

カ

為
メ

呼
出
サ
ル

ヽ

様
ニ

テ
ハ

却

而
迷
惑
ヲ

相
懸
ケ
候
筋
ニ

付
寧
ロ

相
当
之
品
物
ニ

県
令
之
書
簡
ヲ

添
遣
ス

方
可

然
哉
ト
モ

存
候
就
而
ハ

其
辺
之
御
意
見
も
有
之
候
ハ

ヽ

原
氏
ト
モ

御
打
合
之
上

小
生
迄
御
見
込
之
処
御
申
越
被
下
度
品
物
可
然
ト
ノ

御
考
ニ

候
ハ

ヽ

其
種
類
并

ニ

価
額
之
処
モ

大
凡
何
程
位
ノ

者
可
然
哉
委
詳
御
意
見
御
申
越
被
下
度
右
ハ

貴

答
旁
御
問
合
申
上
度
早
々

如
斯
御
座
候
頓
首

七
月
十
四
日

　
健

今
福
先
生

梧
下

（
注
一

）
明
治
十
八
年
か
。

（
注
二

）
神
奈
川
県
書
記
官
　
田
沼

健

（二）

負
債
党
取
扱
人
賞
与
之
件
ニ

付
屢
々

御
来
示
候
趣
了
承
御
返
ニ

而
至
極
可
然
と

存
候
別
紙
者
曽
而

御
協
議
ノ

末
具
状
書
ニ

添
ヘ

タ
ル

各
人
姓
名
書
ニ

而
朱
書
ハ

御
参
考
迄
ニ

書
加
ヘ

タ
ル

モ

ノ
ニ

候
書
記
官
ヘ

回
答
者
貴
官
ヨ

リ
相
願
度
先
ハ

御
回
答
旁
此
段
申
進
候
也

七
月
廿
三
日

　
原

豊
穣

今
福
郡
長
殿

追
而

御
回
報
早
速
可
差
上
候
処
具
状
書
相
見
失
ひ

彼
是
捜
索
中
存
外
延
引
致
候

条
此
段
申
副
候
也

（
別
紙
）

困
民
調
和
取
扱
人
姓
名

高
座
郡
中
新
田
村

県
会
議
員
　
山

田

嘉

穀

南
多
摩
郡
大
蔵
村

同

　
中

溝

昌

弘

同
郡
上
小
山
田
村

平
民

　
薄

井

盛

恭

右
者
最
初
ヨ

リ
関
係
奔
走
殆
ン

ト
四
十
日
間
般
々

懇
切
ニ

取
扱
候
ヨ

リ
債
主
負

債
主
共
ニ

信
用
シ

為
メ
ニ

好
景
ヲ

得
ル

ニ

至
レ

リ

高
座
郡
下
鶴
間
村

戸

長
　
長
谷
川

彦
八

南
多
摩
郡
小
川
村
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同

　
細
野
喜
代
四
郎

（
今
福

祥
氏
蔵
）

（
欄
外
注
記
）
『
本
年
一

月
十
三
日
付
ヲ

以
テ

内
申
セ

シ

扣
』

一

〇
九

　
社
倉
解
散
下
付
金
維
持
方
法
に

関
す
る
上
願
書

お
よ
び
同
許
可
書
（
一

－
二

）

（一）

社
倉
金
解
散
御
下
付
上
維
持
方
法
書

一

　
御
下
付
金
若
干
更
ニ

凶
災
予
備
ノ

名
義
ヲ

付
シ

他
ニ

便
用
致
サ
ヽ

ル

モ

ノ

ト
ス

一

　

該
金
ヲ

維
持
ス

ル

ハ

一

村
人
民
ノ
投
票
ヲ

以
議
員
内
ヨ

リ
撰
挙
弐
名
ヲ
シ

テ
担
当
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

但
シ

担
当
年
限
ハ

三
ケ
年
ヲ

限
リ
ト
ス

一

　
該
金
貸
与
ノ

利
子
ハ

年
ニ

何
割
ト
定
メ

年
々

利
倍
積
立
ル

モ

ノ

ト
ス

一

　
利
倍
年
数
ヲ

重
ネ
其
金
数
ヲ
シ

テ
一

村
ノ

地
租
額
ニ

比
準
ス

ル

時
ハ

更
ニ

積
立
ヲ

止
メ

利
子
金
等
ニ

割
渡
ス

モ

ノ

ト
ス

一

　
凶
災
年
柄
ニ

シ

テ
予
金
ヲ

便
用
ス

ル

ハ

租
金
上
納
ノ

甘
苦
ヲ

計
リ
無
利
足

貸
与
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

一

　
甘
苦
ノ

分
界
貸
与
ノ

金
数
ヲ

定
ル

ハ

其
節
村
会
ノ

決
議
ニ

拠
ル

モ

ノ

ト
ス

但
シ

返
金
ノ

年
数
ヲ

定
ム

ル

ハ

同
決
議
ヲ

以
テ
ス

右
書
面
之
通
村
民
一

同
特
ニ

協
議
ヲ

以
御
下
付
金
維
持
方
法
相
定
候
間
社
倉
御

解
散
御
下
ケ
金
被
成
下
度
上
願
御
座
候
也

明
治
十
六
年
十
一

月
一

日

高
座
郡
下
鶴
間
村

大

谷

惣
兵
衛
（
印
）

大
谷

吉
右
衛
門
（
印
）

大

谷

泰

吉
（
印
）

大

谷

与
兵
衛
（
印
）

大
谷

弥
五
兵
衛
（
印
）

大

谷

弥

市
（
印
）

大
木

惣
左
衛
門
（
印
）

石
井

三
右
衛
門
（
印
）

石
井

伊
左
衛
門
（
印
）

滝
本

清
左
衛
門
（
印
）

滝
本

八
右
衛
門
（
印
）

石
井

政
右
衛
門
（
印
）

石

井

代
二

郎
（
印
）

石

井

伊

八
（
印
）

石

井

与
兵
衛
（
印
）

木

下

松
五
郎
（
印
）

佐
藤

重
良
兵
衛
（
印
）

佐

藤

惣

助
（
印
）

滝
本

儀
左
衛
門
（
印
）

佐
藤

平
左
衛
門
（
印
）

木

下

藤

吉
（
印
）

木

下

喜
兵
衛
（
印
）

佐

藤

太
与
吉
（
印
）

古
木

利
左
衛
門
（
印
）

滝
本

勘
左
衛
門
（
印
）

佐

藤

利

助
（
印
）

佐
藤

弥
左
衛
門
（
印
）

木

下

文

蔵
（
印
）

木
下

儀
右
衛
門
（
印
）
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北

島

良

助
（
印
）

佐
藤
太
郎
右
衛
門
（
印
）

佐
藤

源
左
衛
門
（
印
）

滝

本

宇

吉
（
印
）

古
木

森
右
衛
門
（
印
）

古

木

熊
太
良
（
印
）

井
上

助
右
衛
門
（
印
）

井

上

嘉

七
（
印
）

井

上

台

助
（
印
）

滝

本

清
太
郎
（
印
）

木
下

弥
右
衛
門
（
印
）

古
木

増
右
衛
門
（
印
）

古

木

伝

八
（
印
）

古
木

伝
左
衛
門
（
印
）

古
木

伝
五
兵
衛
（
印
）

木
下

重
右
衛
門
（
印
）

石
井

平
右
衛
門
（
印
）

佐

藤

源
兵
衛
（
印
）

古

木

伊
兵
衛
（
印
）

石
井

伊
右
衛
門
（
印
）

石

井

平
兵
衛
（
印
）

木

下

円

蔵
（
印
）

大
木

岡
右
衛
門
（
印
）

滝
本

長
左
衛
門
（
印
）

滝

本

弥

七
（
印
）

滝
本

安
右
衛
門
（
印
）

石

井

泰

助
（
印
）

大

木

治
兵
衛
（
印
）

大
木

仁
左
衛
門
（
印
）

滝
本

浅
右
衛
門
（
印
）

滝

本

治
兵
衛
（
印
）

滝

本

嘉

平
（
印
）

石

井

重

蔵
（
印
）

石

井

豊

吉
（
印
）

石
井

藤
右
衛
門
（
印
）

滝
本

市
右
衛
門
（
印
）

大

谷

新
兵
衛
（
印
）

大
谷

仲
右
衛
門
（
印
）

大

木

新

助
（
印
）

大
谷

文
右
衛
門
（
印
）

蜂
須
賀

又
次
郎
（
印
）

高
下

宇
左
衛
門
（
印
）

市
川

吉
右
衛
門
（
印
）

加

藤

忠

三
（
印
）

浜
田

平
左
衛
門
（
印
）

土
屋

善
右
衛
門
（
印
）

高

下

半

平
（
印
）

山

本

五
兵
衛
（
印
）

大
久
保

彦
兵
衛
（
印
）

北

嶋

信

造
（
印
）

瀬
沼

伝
右
衛
門
（
印
）

金

子

亀
治
郎
（
印
）

瀬

沼

嘉
十
郎
（
印
）

北

島

熊

吉
（
印
）

高
橋

紋
右
衛
門
（
印
）

瀬

沼

千
代
吉
（
印
）

瀬

沼

直

吉
（
印
）

瀬

沼

新

助
（
印
）

瀬

沼

源
四
郎
（
印
）

目

代

岩

蔵
（
印
）

小

倉

嘉

一

（
印
）

長
谷
川

彦

八
（
印
）

土

屋

藤

吉
（
印
）

浜
田

忠
右
衛
門
（
印
）

北

嶋

林

蔵
（
印
）

角
野

八
左
衛
門
（
印
）

柴

田

源

七
（
印
）

瀬
沼

吉
左
衛
門
（
印
）

伊

沢

藤

八
（
印
）

土

屋

伊

平
（
印
）

瀬

沼

義

平
（
印
）

金

子

巳
之
助
（
印
）

金

子

常

吉
（
印
）

和

田

平

治
（
印
）

石
井

久
右
衛
門
（
印
）

和

田

直

栄
（
印
）
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篠
田
源
太
左
衛
門
（
印
）

和
田

儀
左
衛
門
（
印
）

市

川

茂
兵
衛
（
印
）

篠
田

清
左
衛
門
（
印
）

柴
田

平
左
衛
門
（
印
）

遠
藤

善
左
衛
門
（
印
）

高

橋

佐
平
治
（
印
）

小
倉

武
右
衛
門
（
印
）

瀬
沼

由
右
衛
門
（
印
）

浜
田

庄
左
衛
門
（
印
）

石
井

治
右
衛
門
（
印
）

中
村

紋
左
衛
門
（
印
）

臼

井

八
兵
衛
（
印
）

臼
井

与
左
衛
門
（
印
）

小

倉

勘

蔵
（
印
）

和

田

文

蔵
（
印
）

小
倉

彦
右
衛
門
（
印
）

小
倉

茂
左
衛
門
（
印
）

石
井

政
左
衛
門
（
印
）

北

嶋

孫
治
郎
（
印
）

小

倉

卯
兵
衛
（
印
）

瀬

沼

勘

助
（
印
）

瀬
沼

七
左
衛
門
（
印
）

柴

田

新
兵
衛
（
印
）

井

上

良

助
（
印
）

高
橋

織
右
衛
門
（
印
）

瀬

沼

文

平
（
印
）

浜

田

浅
五
郎
（
印
）

加

藤

甚
兵
衛
（
印
）

蜂
須
賀

清
兵
衛
（
印
）

臼

井

市
兵
衛
（
印
）

小

倉

仲
治
郎
（
印
）

小

倉

杉
五
郎
（
印
）

伊

沢

宇

八
（
印
）

飯
田

市
郎
兵
衛
（
印
）

篠

田

清

蔵
（
印
）

加
藤

長
右
衛
門
（
印
）

石

井

岩
治
郎
（
印
）

北

島

荒
治
郎
（
印
）

北

島

彦
四
郎
（
印
）

八
木

小
左
衛
門
（
印
）

高
下

倉
右
衛
門
（
印
）

高

下

兵
五
郎
（
印
）

伊

沢

久
治
郎
（
印
）

土

屋

仲

蔵
（
印
）

遠

藤

茂

吉
（
印
）

高

橋

栄

蔵
（
印
）

天

野

吉
兵
衛
（
印
）

大
久
保
万
右
衛
門
（
印
）

大
久
保
金
右
衛
門
（
印
）

北
嶋

徳
右
衛
門
（
印
）

石

渡

音

吉
（
印
）

目

代

利
兵
衛
（
印
）

目

代

源
之
丞
（
印
）

篠

田

金

平
（
印
）

高

橋

治
郎
吉
（
印
）

北
嶋

幸
右
衛
門
（
印
）

蜂
須
賀
元
右
衛
門
（
印
）

浜
田
佐
五
左
衛
門
（
印
）

篠
田

太
左
衛
門
（
印
）

篠
田

彦
右
衛
門
（
印
）

天
野

浅
右
衛
門
（
印
）

高
橋

市
右
衛
門
（
印
）

篠
田

九
左
衛
門
（
印
）

土

屋

惣
兵
衛
（
印
）

高

下

玄

随
（
印
）

土

屋

七
兵
衛
（
印
）

伊

沢

喜
兵
衛
（
印
）

石

渡

安
太
郎
（
印
）

遠

藤

稲

蔵
（
印
）

天

野

七

蔵
（
印
）

梁
川

八
右
衛
門
（
印
）

高

下

清

吉
（
印
）

高

下

金

蔵
（
印
）

明
治
十
六
年
十
月
三
十
一

日

　
戸
長
　
瀬

沼

新

助
（
印
）
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神
奈
川
県
令
沖
守
固
殿
代
理

神
奈
川
県
大
書
記
官
　
田
沼

健
殿

（二）

『
庶
第
五
千
九
百
五
拾
七
号

書
面
之
趣
聞
届
社
倉
金
元
利
共
別
紙
仕
訳
書
之
通
下
戻
候
条
旧
三
井
組

預
リ
証
并
受
取
人
一

同
連
署
右
受
領
証
十
二

月
十
五
日
迄
ニ

可
差
出
事

明
治
十
六
年
十
一

月
三
十
日

神
奈
川
県
令
沖
守
固
代
理

神
奈
川
県
大
書
記
官
　
田
沼

健
（
印
）』

（「
指
令
綴
」（
明
治
一

四
―
一

七
年
）
大
和
市
役
所
蔵
）

（
注
）
別
紙
仕
訳
書
欠
。

一

一

〇

　
勤
倹
儲
蓄
同
盟
社
則

人
生
不
測
ノ

災
害
ア
ル

ハ

古
今
其
例
尠
シ

ト
セ

ス

近
時
世
運
昌
平
気
候
ノ

不
順

ナ
キ
ト
政
府
民
ニ

厚
キ
ト
ニ

頼
リ
以
テ
我
輩
農
圃
ニ

従
事
ス

ル

ノ

徒
勉
メ

テ
耕

耘
ニ

怠
ラ
サ
レ

ハ

幸
ニ

一

家
ヲ

供
給
シ

営
生
ノ

道
ヲ

失
ス

ル

ナ
キ
モ

天
若
シ

凶

歉
ヲ

下
シ

蝗
旱
風
霖
ノ

変
ア
ル

ニ

遇
ハ

ヽ

夫
レ

何
ヲ

以
テ
カ
之
レ

ヲ

待
ン

ト
ス

ル

耶
苟
モ

良
民
タ
ル

モ

ノ

予
メ
之
レ

カ

災
厄
ニ

虞
備
ス

ル

所
ロ

ナ
カ
ル

ヘ

カ
ラ

ス

然
リ
而
シ

テ
人
生
ノ

災
害
ハ

独
リ
天
変
ニ

止
ラ
ス

疾
病
ア
リ
災
厄
ア
リ
以
テ

社
会
ノ

安
寧
ヲ

害
ス
一

旦
斯
ノ
如
キ
不
慮
ノ

難
ニ

逢
遭
ス

ル

ア
レ

ハ

仮
令
ヒ

東

馳
西
走
衣
食
ニ

汲
々

タ
ル

モ

豈
能
ク
飢
渇
ヲ

治
ス

ル

ヲ

得
ン

ヤ

是
我
輩
ノ

従
来

杞
憂
ス

ル

所
ニ

シ

テ
遂
ニ

今
回
儲
畜
法
ヲ

設
ク
ル

以
所
ナ
リ
今
ヤ

世
運
昌
平
ノ

日
ニ

方
リ
各
自
勤
倹
節
約
ヲ

旨
ト
シ

余
ス

処
ノ

金
穀
ヲ

醵
シ

以
テ
将
来
不
測
ノ

災
害
ニ

備
エ

ハ

亦
小
補
ナ
シ

ト
セ

ス

故
ニ

同
盟
結
約
シ

其
法
方
ノ

要
例
ヲ

掲
ク

ル

事
左
ノ

如
シ

社

則

第
一

条
　
本
社
ノ

社
員
タ
ル

モ

ノ
ハ

盟
約
ス

ル

条
款
ヲ

遵
守
ス

ヘ

シ

第
二

条
　
本
社
ノ

社
員
タ
ル

ヲ

得
ル

ハ

当
所
ニ

本
籍
ヲ

定
メ

タ
ル

者
ニ

テ
品
行

方
正
ナ
ル

者
ニ

限
ル

第
三
条
　
社
員
ノ

内
協
議
或
ハ

投
票
ヲ

以
正
副
幹
事
ヲ

定
メ
本
社
ノ
事
務
ヲ

総

理
セ

シ

ム

但
正
副
ト
モ

幹
事
ハ

無
給
タ
ル

ヘ

シ

第
四
条
　
社
員
ノ

内
止
ヲ

得
サ
ル

事
故
ニ

拠
リ
退
社
ヲ

請
フ

モ

ノ

ア
ル

ト
キ
ハ

総
員
商
議
ノ

上
脱
社
ス

ル

事
ヲ

許
ス

然
レ

ト
モ

醵
金
ハ

元
金
而
己
漸
次
返
付

ス

ル

モ

ノ

ト
ス

但
無
謂
脱
社
ヲ

乞
フ

モ

ノ
ハ

元
金
ト
雖
モ

返
付
ス

ル

事
ナ
シ

第
五
条
　
社
員
ノ

内
規
則
或
ハ

総
体
ニ

付
異
見
ア
ル

ト
キ
ハ

本
社
会
議
ノ

節
其
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旨
趣
ヲ

陳
述
ス

ヘ

シ

第
六
条
　
本
社
ノ

集
会
ハ

壱
週
年
ニ

二

次
ト
シ

該
年
二

月
十
二

月
上
半
ケ
月
ノ

内
ニ

之
レ

ヲ

開
ク
ヲ

恒
例
ト
ス

但
臨
時
集
会
ヲ

要
ス

ル

事
ア
ル

ト
キ
ハ

其
趣
ヲ

幹
事
ヨ

リ
通
告
シ

集
会
ス

ル

コ

ト
ア
ル

ヘ

シ

第
七
条
　
他
ヨ

リ
入
社
ヲ

請
フ

モ

ノ

ア
ル

ト
キ
ハ

本
人
ノ

履
歴
ヲ

詳
明
ニ

シ

テ

然
ル

後
総
員
ノ

協
議
ニ

付
シ

各
員
ノ

許
諾
ヲ

得
之
ヲ

許
ス

儲

畜

方

第
八
条
　
儲
畜
ス

ル

所
ノ

金
員
ハ

各
社
員
ノ

資
力
ニ

任
セ

テ
定
限
ナ
シ

ト
雖
モ

其
金
額
ハ

最
初
ニ

前
定
シ

而
テ
醵
金
連
名
簿
ニ

明
記
調
印
ス

ヘ

シ

第
九
条
　
醵
金
方
ハ

日
掛
ケ
或
ハ

月
懸
ケ
又
ハ

一

週
年
一

度
ニ

醵
ス

ル

モ

本
人

ノ

都
合
ニ

任
カ
ス

但
当
分
月
懸
ト
ス

第
十
条
　
醵
金
ハ

毎
月
幹
事
ノ

宅
エ

持
参
シ

領
収
書
ヲ

得
テ
他
日
ノ

証
ニ

供
ス

ヘ

キ
事

第
十
一

条
　
幹
事
ハ

各
社
員
ノ

醵
金
ヲ

得
テ
領
収
ノ

証
書
ヲ

渡
シ

而
シ

テ
壱
週

年
ヲ

取
纒
メ

後
会
即
チ
十
二

月
ニ

至
リ
各
社
員
エ

惣
額
ヲ

明
示
シ

儲
畜
ノ

法

方
ヲ

協
議
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

救

助

方

第
十
二

条
　
本
社
儲
畜
金
ハ

不
慮
ノ

災
難
ニ

備
フ

ル

ヲ

目
酌
ト
ス

ル

カ

故
ニ

社

員
ト
雖
モ

平
常
擅
ニ

貸
与
ス

ル

事
ヲ

得
ス

第
十
三
条
　
社
員
ノ

内
不
測
ノ

災
害
ニ

罹
リ
タ
ル

ト
キ
ハ

総
員
商
議
ノ

上
該
災

害
ノ

軽
重
ヲ

量
リ
普
通
手
続
ヲ

以
テ
証
書
ヲ

取
リ
一

年
八
銖
已
下
ノ

利
子
ヲ

以
テ
社
中
ノ

儲
金
ヲ

貸
与
シ

被
害
者
ノ

営
生
ヲ

保
有
シ

家
計
ヲ

維
持
継
続
セ

シ

ム但
貯
金
畜
積
ノ

都
合
ニ

寄
リ
社
外
人
エ

貸
与
ス

ル

ト
キ
ハ

本
文
利
子
ノ

限

リ
ニ

ア
ラ
ス

第
十
四
条
　
前
条
ノ

如
ク

貸
与
シ

タ
ル

金
額
消
却
法
ハ

其
本
人
ノ

職
業
及
ヒ

資

産
ノ

多
寡
等
ヲ

推
酌
シ

其
可
堪
ニ

随
テ
之
ヲ

定
ム

第
十
五
条
　
受
救
者
ヨ

リ
還
納
ノ

金
額
ハ

幹
事
之
レ

ヲ

受
取
元
利
ヲ

詳
明
ニ

シ

開
会
ノ

節
総
員
ニ

報
告
ス

ヘ

シ

但
収
受
ノ

手
続
ハ

第
十
条
ノ

通
タ
ル

ヘ

シ

（
山
口

匡
一

氏
蔵
）

一

一

一

　
高
座
郡
下
鶴
間
村
他
三
か

村
節
倹
約
定
書

節
倹
約
定
書

高
座
郡下

鶴
間
村

下
草
柳
村
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上
草
柳
村

深

見

村

抑
我
連
合
四
ケ
村
ノ

村
落
タ
ル

概
シ

テ
畑
勝
ニ

シ

テ
最
モ

養
蚕
ヲ

主
ト
シ

六
七

月
ノ

期
ニ

於
テ
全
年
生
活
ノ

収
穫
ヲ

得
ル

多
額
ナ
ル

ヨ

リ
不
知
不
識
驕
奢
心
ヲ

起
シ

人
民
一

統
目
前
富
有
之
形
ヲ

呈
シ

タ
ル

モ

決
テ
不
然
却
テ
困
窮
ノ

前
晁
タ

ル

ヲ

不
知
ノ

弊
害
ニ

シ

テ
浮
雲
ノ

大
風
ヲ

不
恐
ト
同
一

般
ナ

リ
然
リ
而
テ
昨
年

以
来
物
価
日
ヲ

逐
テ
底
落
シ

之
ニ

加
ル

ニ

昨
年
ノ

旱
魃
ヨ

リ
引
続
キ
本
年
九
月

ノ

大
風
ノ

為
メ
田
畑
ト
モ

非
常
ノ

災
害
ヲ

蒙
リ
民
間
ノ

衰
態
実
ニ

名
状
ス

ヘ

カ

ラ
サ
ル

ニ

遭
遇
シ

今
ヤ

何
ソ
他
ノ

呶
々

ヲ

問
ン

此
時
ニ

際
シ

是
レ

ヲ

挽
回
ス

ル

ノ

術
実
ニ

節
倹
ト
勤
労
ト
ヲ

舎
テ
他
ニ

需
ム

ル

モ

ノ

ア
ラ
ン

ヤ

因
テ
左
ニ

節
倹

ノ

条
項
ヲ

明
示
シ

財
源
ヲ

培
養
ス

ル

ノ
一

助
ト
セ

ン

ト
ス

第
壱
条

一

　
冠
婚
葬
祭
等
ハ

親
類
隣
家
ニ

止
メ
他
ノ

交
通
ヲ

謝
絶
シ

最
モ

簡
易
ヲ

旨
ト

致
ス

ヘ

キ
事

第
二

条

一

　
前
条
ニ

要
ス

ル

衣
類
ハ

模
様
白
無
垢
一

切
禁
止
ノ

事

第
三
条

一

　
新
年
ノ

祝
賀
ハ

例
年
ノ
通
リ
タ
ル

モ

酒
ノ

饗
応
者
可
成
相
省
キ
質
素
倹
約

ヲ

可
相
守
事

第
四
条

一

　

家
宅
土
蔵
物
置
其
他
ノ

普
請
ニ

際
シ

親
類
并
ニ

隣
家
等
ヨ

リ
ノ

手
伝
人
エ

ハ

一

切
酒
ヲ

禁
止
シ

且
棟
上
ノ

節
餅
投
禁
ノ

事

但
居
宅
土
蔵
等
建
設
之
節
モ

禁
酒
タ
ル

ハ

勿
論
ナ
レ

共
本
人
ノ

願
望
ニ

ヨ

リ
壱
斗
ヨ

リ
不
多
酒
ヲ

饗
応
ス

ル

ハ

此
限
ニ

ア
ラ
ス

第
五
条

一

　

諸
職
人
日
雇
等
相
雇
候
節
ハ

酒
一

切
禁
止
之
事

第
六
条

一

　
神
社
祭
典
ハ

拾
弐
坐
神
楽
ニ

止
ム

ル

事

但
時
期
ニ

臨
ミ

神
官
壱
名
ノ

祈
禱
ニ

テ
相
済
ス

コ

ト
ヲ

得
ル

第
七
条

一

　
興
行
ハ

勿
論
興
行
ケ
間
敷
コ

ト
一

切
不
相
成
事

第
八
条

一

　
火
災
之
節
者
本
人
ハ

勿
論
村
中
ニ

於
テ
酒
一

切
出
ス

ベ

カ
ラ
サ
ル

事

但
該
隣
家
ヨ

リ
壱
升
ヨ

リ
不
少
三
斗
ヨ

リ
不
多
酒
ヲ

出
ス

コ

ト
ヲ

得
ル

第
九
条

一

　
前
数
条
ニ

掲
載
シ

タ
ル

他
ニ

心
付
キ
タ
ル

節
倹
者
各
自
行
フ

ハ

論
ヲ

俟
サ

ル

事

第
十
条
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一

　
前
条
ニ

定
ム

ル

処
ノ

数
件
ヲ

犯
ス

モ

ノ
ハ

該
件
ヲ

差
止
メ

更
ニ

金
拾
銭
ヨ

リ
不
少
壱
円
ヨ

リ
不
多
違
約
金
ヲ

出
サ
セ

シ

ム

ル

事

前
条
之
件
々

村
民
一

統
協
議
決
定
仕
候
間
御
聞
届
相
成
度
此
段
奉
願
候
也

明
治
十
七
年
第
十
二

月
十
八
日

神
奈
川
県
高
座
郡
下
鶴
間
村

加

藤

甚
兵
衛
（
印
）

小

嶋

孫
次
郎
（
印
）

小

倉

卯
丘
衛
（
印
）

和

田

平

治
（
印
）

山

本

五
兵
衛
（
印
）

北

嶋

熊

吉
（
印
）

遠

藤

茂

吉
（
印
）

目

代

源
之
丞
（
印
）

天

野

吉
兵
衛
（
印
）

天
野

浅
右
衛
門
（
印
）

大
久
保
万
右
衛
門
（
印
）

石
井

久
右
衛
門
（
印
）

大
久
保
金
右
衛
門
（
印
）

和

田

駒
治
良
（
印
）

高

下

兵
五
良
（
印
）

土

屋

藤

吉
（
印
）

北
島

幸
右
衛
門
（
印
）

天

野

七

蔵
（
印
）

小

倉

勘

蔵
（
印
）

瀬

沼

義

平
（
印
）

目

代

利
兵
衛
（
印
）

高

下

半

平
（
印
）

金

子

常

吉
（
印
）

北

島

荒
二

郎
（
印
）

八
木

小
左
衛
門
（
印
）

北

島

彦
四
郎
（
印
）

浜
田

平
左
衛
門
（
印
）

小

倉

嘉

一

（
印
）

蜂
須
賀

又
二

郎
（
印
）

土

屋

惣

衛
（
印
）

高

下

半

衛
（
印
）

北
島

徳
右
衛
門
（
印
）

柴
田

平
左
衛
門
（
印
）

大
久
保

彦
兵
衛
（
印
）

高

下

玄

随
（
印
）

伊

沢

喜
兵
衛
（
印
）

篠
田
源
太
左
衛
門
（
印
）

瀬
沼

伝
右
衛
門
（
印
）

石

渡

音

吉
（
印
）

篠
田

九
左
衛
門
（
印
）

高

橋

歳

蔵
（
印
）

高
下

倉
右
衛
門
（
印
）

高
座
郡
深
見
村

平

本

弥

市
（
印
）

真

壁

金
四
郎
（
印
）

平

本

福
四
郎
（
印
）

平

本

権

蔵
（
印
）

真

壁

万
寿
郎
（
印
）

高
下

宇
左
衛
門
（
印
）

金

子

亀
治
郎
（
印
）

和
田

儀
左
衛
門
（
印
）

篠
田

太
右
衛
門
（
印
）

瀬
沼

七
左
衛
門
（
印
）

柴

田

新
兵
衛
（
印
）

瀬

沼

新

助
（
印
）

瀬

沼

源
四
郎
（
印
）

浜
田
佐
五
左
衛
門
（
印
）

北

島

キ

ヌ

（
印
）

土

屋

七
兵
衛
（
印
）

長
谷
川

彦

八
（
印
）

鶴

林

寺
（
印
）

小
林

利
左
衛
門
（
印
）

碓
井

久
右
衛
門
（
印
）

岡

本

左
五
郎
（
印
）

小

林

直

吉
（
印
）

沖
津

市
左
衛
門
（
印
）

小

林

辰
五
郎
（
印
）
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沖

津

仁
兵
衛
（
印
）

青

木

寿
美
蔵
（
印
）

青

木

常
治
郎
（
印
）

青

木

七

蔵
（
印
）

青

木

伝
兵
衛
（
印
）

青

木

時
治
郎
（
印
）

青

木

慶

蔵
（
印
）

青

木

源
兵
衛
（
印
）

小

林

政
五
郎
（
印
）

荻

屋
万
右
衛
門
（
印
）

荻

屋

丑

松
（
印
）

（「
人
民
諸
願
届
」（
明
治
一

七
―
二

〇
年
）
大
和
市
役
所
蔵
）

（
注
）
上
下
草
柳
両
村
の

署
名
は
欠
。

小
室
正
朗
氏
所
蔵
資
料
に
同
様
の

も
の

が

あ
る
。

一

一

二

　
駅
逓
局
へ

の

貯
蓄
奨
励
に

関
す
る
県
令
沖
守
固

の

内
達

郡

区

長

戸

長

凡
人
老
後
ニ

至
レ

ハ

壮
年
ノ

時
ノ

如
ク
強
健
ナ
ラ
ズ

其
壮
年
ナ
ル

モ

疾
病
其
他

不
時
ノ

変
災
ナ
キ
ヲ

必
ス

可
ラ
サ
ル

ヲ

以
テ
強
健
無
事
ノ

日
ニ

於
テ
宜
シ

ク
其

予
備
ヲ

為
サ
ヽ

ル

ヲ

得
ス

然
ル

ニ

細
民
ニ

至
リ
テ
ハ

多
ク
ハ

今
日
ア
リ
テ
明
日

ア
ル

ヲ

知
ラ
ス

従
フ

テ
得
レ

バ

従
フ

テ
散
シ

更
ニ

将
来
ノ

慮
ヲ

為
サ
ズ

老
衰
廃

職
若
ク
ハ

疾
病
其
他
不
時
ノ

変
災
ニ

際
会
ス

ル

ト
キ
ハ

俄
ニ

凍
餒
困
厄
ニ

陥
リ

竟
ニ

他
人
ノ

累
ヲ

為
ス

ニ

至
ル

実
ニ

憫
然
ノ

至
リ
ト
云
フ

可
シ

既
ニ

近
二

三
年

来
民
間
金
融
壅
塞
細
民
生
業
ニ

苦
シ

ミ

加
ル

ニ

客
歳
暴
風
雨
ノ

災
害
ア
リ
一

層

困
窮
ニ

陥
リ
為
メ
ニ

不
良
ノ

挙
動
ヲ

為
シ

法
ニ

触
レ

他
人
ノ

累
ヲ

為
ス

モ

ノ

ア

リ
之
皆
平
素
節
倹
ヲ

守
ラ
ス

更
ニ

余
裕
ナ
キ
ニ

由
ル

現
ニ

此
経
験
ア
リ
節
倹
貯

蓄
ノ

忽
諸
ニ

付
ス

可
ラ
サ
ル

ハ

喋
々

ヲ

俟
タ
ス

故
ニ

各
自
ノ

幸
福
ヲ

全
フ

セ

ン

ニ

ハ

資
財
ヲ

貯
蓄
セ

サ
ル

ヲ

得
サ
ル

理
由
懇
篤
部
民
ヘ

説
諭
ヲ

加
ヘ

各
自
応
分

ノ

貯
蓄
ヲ

為
シ

候
様
注
意
可
致
且
貯
金
ヲ

為
ス

ニ

方
リ
僅
ノ

利
ニ

迷
ヒ

寄
托
其

所
ヲ

得
サ
レ

バ

狡
獪
ノ

手
ニ

落
チ
或
ハ

之
ヲ

水
泡
ニ

帰
ス

ル

ノ

恐
レ

ア
レ

ハ

駅

逓
局
貯
金
預
ケ
所
ニ

寄
托
シ

安
然
ニ

蓄
積
候
様
勧
誘
可
致
此
旨
内
達
候
事

明
治
十
八
年
四
月
一

日

　
神
奈
川
県
令
　
沖

守
固

（「
本
郡
役
所
諸
達
」（
明
治
十
八
年
―
）
相
模
原
市
史
資
料
室
蔵
）

一

一

三

　
高
座
郡
橋
本
村
他
三
か

村
貯
蓄
規
約
作
成
延
期

に
つ

い

て

の

上
申
書

上

申

高
座
郡
橋
本
村
外
三
ケ
村

右
村
々

貯
蓄
規
約
之
儀
去
月
廿
六
日
月
次
会
同
之
節
御
談
ニ

ヨ

リ
本
月
十
日
ヲ

限
リ
其
法
方
上
申
可
仕
筈
ニ

付
部
内
村
々

ニ

出
張
致
シ

各
人
民
ヘ

厚
キ

御
趣
意

懇
説
ノ

処
何
レ

モ

感
徹
致
シ

依
テ
本
月
七
日
ヲ

期
シ

協
議
之
上
規
約
ヲ

設
ケ
上
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伸
可
仕
ト
確
定
致
居
候
得
共
云
ヘ

ク
シ

テ
其
実
ヲ

行
サ
ル

儀
ニ

付
猶
又
一

応
懇

諭
致
シ

然
ル

ニ

来
二

十
年
一

月
廿
日
迄
延
期
之
旨
申
出
候
次
第
ニ

付
此
段
上
申

候
也

高
座
郡
橋
本
村
外
三
ケ

村
戸
長
　
矢
嶋
甚
十
郎

高
座
郡
長
　
今
福
元
頴
殿

（「
諸
願
届
上
伸
書
綴
」（
明
治
一

九
年
）
相
模
原
市
史
資
料
室
蔵
）

一

一

四

　
特
置
巡
査
規
則
に

関
す
る
件
達
お
よ
び
同
配
置
願

（
一

－
二

）

（一）

甲
第
二

百
十
九
号

銀
行
諸
会
社
若
ク
ハ

町
村
協
議
或
ハ

一

己
ノ

費
用
ヲ

以
テ
特
別
ニ

巡
査
ノ

配
置

ヲ

要
求
ス

ル

モ

ノ
ハ

左
之
規
則
ニ

ヨ

リ
可
願
出
此
旨
布
達
候
事

但
本
文
配
置
ノ

巡
査
ハ

一

般
ノ
成
規
ニ

従
ヒ

異
同
ア
ル

コ

ト
ナ
シ

明
治
十
四
年
十
二

月
一

日

　
神
奈
川
県
令
沖
守
固
代
理

神
奈
川
県
少
書
記
官
　
磯
貝
静
蔵

特
置
巡
査
規
則

第
壱
条
　
銀
行
諸
会
社
若
ク
ハ

町
村
協
議
或
ハ

一

己
ヨ

リ
費
用
ヲ

納
メ

特
別
ニ

配
置
ス

ル

巡
査
ヲ

特
置
巡
査
ト
云
フ

第
二

条

前
条
ノ

巡
査
配
置
ヲ

要
求
ス

ル

モ

ノ
ハ

其
配
置
ヲ

要
ス

ル

場
所
及
ヒ

人
員
期
限
等
ヲ

詳
記
シ

戸
長
ノ

奥
書
ヲ

以
テ
所
管
警
察
署
ヲ

経
由
シ

テ
本
庁

ヘ

願
出
ベ

シ

第
三
条
　
特
置
巡
査
ニ

属
ス

ル

費
用
ハ

毎
年
度
ノ

警
察
費
額
ニ

基
キ
三
等
巡
査

壱
人
ニ

カ
ヽ

ル

費
額
ヲ

算
出
シ

之
レ

ヲ

目
安
ト
シ

配
置
ノ

人
員
ニ

応
シ

相
当

ノ

費
額
ヲ

取
立
二

等
巡
査
ヨ

リ
四
等
巡
査
迄
ノ

内
ヲ

以
テ
特
置
使
用
ス

ル

モ

ノ
ト
ス

尤
モ

二

等
以
上
ノ

巡
査
ヲ

常
置
セ

ン

コ

ト
ヲ

願
出
ル

モ

ノ
ハ

其
等
級

ニ

応
シ

月
給
ノ

額
ヲ

増
加
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

但
旅
費
ヲ

給
ス

ル

場
合
ニ

於
テ
ハ

其
費
額
ヲ

本
文
ノ
外
ニ

取
立
ル

モ

ノ

ト

ス

第
四
条
　
前
条
ノ

費
用
ハ

壱
ケ
月
若
ク
ハ

二

ケ
月
分
等
願
人
ノ
適
宜
ヲ

以
テ
横

浜
区
内
ハ

直
ニ

本
庁
会
計
課
ヘ

相
納
メ
其
他
ハ

所
管
警
察
署
ヲ

経
由
シ

テ
同

課
ヘ

相
納
ム

ベ

シ

第
五
条

前
条
ノ

費
額
ハ

毎
年
度
ノ

初
メ
ニ

於
テ
布
達
ス

ベ

シ

ト
雖
ト
モ

其
後

臨
時
変
更
ス

ル

コ

ト
ア
ル

ニ

於
テ
ハ

所
管
警
察
署
又
ハ

分
署
ヨ

リ
願
人
ヘ

通

達
ス

ベ

シ

第
六
条
　
昼
夜
絶
ヘ

ズ

巡
査
壱
名
宛
ノ

配
置
ヲ

要
求
ス

ル

ニ

於
テ
ハ

四
名
分
ノ

費
用
ヲ

取
立
ル

モ

ノ

ト
ス

夜
中
ノ
ミ

絶
ヘ

ス

巡
査
壱
名
宛
ノ
配
置
ヲ

要
求
ス
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ル

ニ

於
テ
ハ

三
名
分
ノ

費
用
ヲ

取
立
毎
日
午
後
第
五
時
ヨ

リ
翌
日
午
前
第
八

時
迄
配
置
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

交
番
所
ヲ

設
置
シ

其
他
時
間
ヲ

定
メ
派
遣
ヲ

願
フ

モ

ノ
ニ

シ

テ
人
員
ニ

差
違

ヲ

生
ス

ル

モ

ノ
ハ

前
項
ノ

限
リ
ニ

ア
ラ
ズ

第
七
条
　
前
条
ノ

巡
査
派
遣
ノ

為
メ

交
番
所
ノ

設
置
ヲ

要
求
ス

ル

ト
キ
ハ

願
人

ニ

於
テ
建
築
費（
借
家
ナ
レ

ハ

家
賃

）ハ
勿
論
右
ニ

関
ス

ル
一

切
ノ

費
用
ヲ

弁
理
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
八
条
　
前
条
ノ

巡
査
ハ

其
所
管
警
察
署
又
ハ

分
署
ノ

管
理
タ
ル

ヘ

シ

（
神
奈
川
県
布
達
）

（二）

特
置
巡
査
配
置
願

一

　
特
置
巡
査

　
壱
名

一

　
明
治
十
九
年
十
二

月
廿
日
ヨ

リ
同
廿
年
一

月
尽
日
迄
配
置

一

　
毎
日
午
后
壱
時
ヨ

リ
翌
日
午
前
一

時
迄
十
二

時
間
巡
行

一

　
成
規
ノ

通
リ
費
用
上
納
可
仕
候

但
需
用
費
ハ

現
品
小
使
ハ

現
人
ヲ

以
弁
理
可
仕
候

右
者
神
奈
川
県
採
氷
組
合
事
務
所
位
置
橘
樹
郡
南
綱
島
村
九
百
九
十
三
番
地
ヘ

地
区
内
採
氷
得
失
監
督
ノ

タ
メ

巡
視
ト
シ

テ
御
配
置
被
成
下
度
組
合
一

同
協
議

ノ
上
此
段
願
上
候
也

明
治
十
九
年
十
二

月
十
八
日
　
神
奈
川
県
採
氷
組
合
百
九
名
惣
代

橘
樹
郡
北
綱
島
村
組
長
　
飯

田

助
太
夫

同
郡
樽
村
取
締

鈴

木

忠
兵
衛

神
奈
川
警
察
署
警
部
　
田
中
英
一

殿

前
書
採
氷
組
合
特
置
巡
査
配
置
之
儀
出
願
ニ

付
奥
書
捺
印
之
上
進
達
候
也

橘
樹
郡
大
豆
戸
村
外
七
ケ
村

戸
長
　
池

谷

義

広

書
面
願
之
趣
聞
届
候
事

但
費
額
ハ

前
納
致
ヘ

シ

明
治
十
九
年
十
二

月
十
八
日

　
神
奈
川
県
神
奈
川
警
察
署
印

納

証

一

金
弐
拾
壱
円
廿
六
銭

神
奈
川
県
採
氷
組
合
納

特
置
巡
査

求
費

内
金
拾
壱
円
六
拾
銭

巡
査
弐
名
ニ

係
ル

費
額

十
九
年
十
二

月
半
ケ

月
分

金
六
円

同
弐
名
分
里
程
三
里
以
上

往
復
旅
費
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金
三
円

同
巡
回
宿
泊
料
拾
度
分
予

納

金
六
拾
六
銭

同
十
二

月
廿
一

日
ヨ

リ
同
卅
一

日
迄
十
一

ケ
日
分

弁
当
料
一

日
金
六
銭
宛
弐
名
分

右
相
納
候
也

明
治
十
九
年
十
二

月
十
九
日

　
右
組
長
代
理

納
人
　
飯
田

快
三
（
印
）

神
奈
川
警
察
署
御
中

特
置
巡
査
配
置
継
続
願

一

　
特
置
巡
査

　
壱
名

一

　
明
治
廿
年
二

月
一

日
ヨ

リ
同
月
十
五
日
迄
拾
五
日
間
配
置

一

　
毎
日
午
後
一

時
ヨ

リ
翌
日
午
前
一

時
迄
拾
弐
時
間
巡
行

一

　
成
規
ノ

通
費
用
上
納
可
仕
候

但
需
用
費
ハ

現
品
小
使
ハ

現
人
ヲ

以
弁
理
可
仕
候

右
ハ

神
奈
川
県
採
氷
組
合
事
務
所
位
置
橘
樹
郡
南
綱
島
村
九
百
九
拾
三
番
地
ヘ

地
区
内
採
氷
得
失
監
督
ノ

タ
メ

巡
視
ト
シ

テ
御
配
置
継
続
被
成
下
度
組
合
一

同

協
議
ノ

上
此
段
願
上
候
也

明
治
廿
年
一

月

　
神
奈
川
県
採
氷
組
合
百
九
名
惣
代

橘
樹
郡
北
綱
島
村
組
長
　
飯

田

助
太
夫

同
郡
樽
村
取
締
　
鈴

木

忠
兵
衛

橘
樹
郡
警
察
署
警
部
　
田
中
英
一

殿

前
書
採
氷
組
合
特
置
巡
査
配
置
継
続
之
義
出
願
ニ

付
奥
書
捺
印
之
上
進
達
候
也

橘
樹
郡
大
豆
戸
村
外
七
ケ
村
戸
長
　
池

谷

義

広

（「
公
私
用
書
綴
篭
」（
明
治
一

九
年
）
飯
田
助
丸
氏
蔵
）

第
四

節
　
民
費

地
方
税

一

一

五

　
明
治
十
年
度
足
柄
上
郡
民
費
額
内
訳
抜
萃

明
治
十
年
七
月
ヨ

リ

同
十
一

年
六
月
マ

テ

足
柄
上
郡
民
費
額
ノ

内
抜
萃
書
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（「
草
稿
綴
」
山
口

匡
一

氏
蔵
）

（
付
箋
一

）
師
範
生
入
費
も
此
内
ニ

莟
蓄
セ

リ
（「
貢
賦
生
徒
学
資
」
の

欄
）

（
付
箋
二

）
高
拾
万
四
千
六
百
八
拾
七
石
二

斗
四
升
五
合

此
金
壱
万
九
百
廿
八
円
三
拾
銭
壱
厘

壱
石
ニ

付
而

拾
銭
四
厘
三
毛
九
糸

（
付
箋
三

）
『
此
三
分
一

ハ

即
チ
前
同
金
之
高
ト
ナ
ル

』

一

万
九
百
廿
八
円
三
十
銭
二

厘

『
石
高
三
万
四
千
八
百
九
十
五
石
七
斗
五
升
内
』

壱
石
ニ

付
金
拾
銭
〇
四
厘
三
毛
九
糸

一

一

六

　
明
治
十
一

年
自
七
月

至
九
月
第
六
大
区
区
費
精
算
書
上

明
治
十
一

年
七
月
ヨ

リ

九
月
マ

テ

区
費
精
算
書
上

一

金
弐
百
七
拾
九
円
九
拾
弐
銭
弐
厘
弐
毛
七
月
ヨ

リ

九
月
迄

予
算
但
予
算
表
御
下
ケ

渡

無
之
ニ

付
内
割

内

金
百
弐
拾
八
円
九
拾
四
銭
五
厘
六
毛
毎
口

銭
人
員
壱
万
三
千
八
百
四

拾
八
人

但
シ

壱
人
ニ

付
金
壱
銭
弐
厘
弐
毛
ツ
ヽ

金
百
拾
円
九
拾
五
銭
六
厘
六
毛

区
費
金
旧
高
壱
石
ニ

付

金
七
厘
九
毛
ツ
ヽ

割

一

金
弐
拾
三
円
五
拾
四
銭
八
厘
六
毛

　
六
月
ヨ

リ
越
高

合
金
三
百
三
円
四

拾
七
銭
八
毛

此

訳

金
四

拾
壱
円
五
拾
五
銭
六
厘
　

四
月
ヨ

リ

六
月
マ

テ

警
察
費

金
百
三
拾
八
円

　
区
長
以
下
月
給

金
四
拾
八
円
　

七
月
ヨ

リ

九
月
迄

貢
賦
生
費

金
八
円
三
拾
銭

　
区
長
以
下
出
港
旅
費

©神奈川県立公文書館



金
六
円

　
区
務
所
家
賃

金
壱
円
八
拾
七
銭
五
厘

　
区
長
以
下
筆
墨
料

金
九
円
六
拾
九
銭
三
厘

　
用
度
品

金
壱
円
五
拾
銭

　
新
聞
紙
料

金
拾
五
円

　
庁
詰
筆
生
手
当
一

ケ
月
半
分

金
三
円

　
本
多
勝
三
郎
手
当

金
三
円

　
雇
物
書
日
当

金
八
円
拾
四
銭
七
厘
五
毛

　
脚
夫
賃

小
以
金
弐
百
八
拾
四
円
七
銭
壱
厘
五
毛

差
引残

金
拾
九
円
三
拾
九
銭
九
厘
三
毛

右
者

明
治
十
一

年
七
月
よ
リ

九
月
迄

区
費
精
算
取
調
候
処
書
面
之
通
リ
御
座
候
也

明
治
十
一

年
　
月

　
第
六
大
区
副
区
長
　
平

本

義

治

区

長
　
角

田

寿

孝

神
奈
川
県
令
　
野
村
　
靖
殿

（
吉
浜
俊
彦
氏
蔵
）

一

一

七

　
地
租
改
正
見
込
の

件
上
申
書

地
租
改
正
ノ

儀
見
込
上
申
書

地
租
改
正
事
業
ニ

付
過
般
御
下
聞
之
次
第
ヲ

愚
按
ス

ル

ニ

当
明
治
十
三
年
ニ

於

テ
従
前
査
定
ス

ル

処
ノ

地
位
階
級
ヲ

解
キ
更
ニ

之
レ

ヲ

訂
正
ス

ル

モ

恐
ラ
ク
ハ

是
多
煩
徒
労
ニ

属
ス

ル

ニ

庶
幾
カ
ラ
ン

歟
今
年
度
ニ

当
リ
政
府
ノ

都
合
ニ

ヨ

リ

租
額
ニ

増
減
ヲ

生
ス

ル

ノ
事
由
ア
リ
ト
ス

ル

モ

現
行
ノ

等
級
ニ

拠
リ
之
レ

ニ

租

税
ヲ

負
担
セ

シ

ム

ル

ニ

何
ノ

妨
ケ
カ

之
レ

ア
ラ
ン

抑
モ

改
正
ノ
事
業
タ
ル

専
ラ

中
正
公
平
ヲ

主
義
ト
ス

ル

モ

動
モ

ス

レ

バ

緩
苛
偏
ヲ

生
シ

易
ク
仮
令
幾
回
カ

調

査
審
定
ス

ル

モ

漠
タ
ル

曠
原
田
野
山
林
ニ

対
シ

テ
豈
能
ク

多
少
ノ

差
違
ヲ

免
カ

ル

ヽ

ヲ

得
ン

加
之
従
前
査
定
シ

タ
ル

乃
チ
現
行
ノ

地
位
等
級
ハ

其
日

尚
浅
ク
未

ダ
三
四
年
ニ

出
ザ
ル

ヲ

以
テ
地
質
ノ

変
更
ヨ

リ
土
壌
趣
ヲ

換
エ

肥
瘠
相
異
リ
タ

ル

状
景
ヲ

顕
ス

ル

ヲ

見
ザ
ル

ニ

何
ヲ

以
テ
カ

目
下
一

般
ノ

等
級
ヲ

改
正
セ

ザ
ル

ヲ

得
ス

ト
ノ

説
ア
ル

カ
未
ダ
改
正
ス

ヘ

キ
事
故
ハ

下
官
カ
一

モ

目
撃
セ

ザ
ル

所

也
然
リ
而
シ

テ
我
県
下
曩
キ
ニ

調
査
セ

シ

耕
宅
階
級
ノ

如
キ
ハ

比
準
上
敢
テ
不

公
平
ナ
シ

ト
セ

ザ
ル

モ

人
民
ノ

囂
々

苦
訴
セ

ザ
ル

所
以
ハ

当
時
斯
ノ

民
ノ

質
直

ト
卑
屈
ナ
ル

風
習
ニ

安
ン

ス

ル

ヲ

以
テ
也
故
ニ

始
メ

此
事
業
ニ

着
手
ス

ル

ヤ

民

情
或
ハ

疑
懼
ノ
念
ヲ

抱
ク
ト
雖
ト
モ

改
正
ノ

事
効
ヲ

奏
ス

ル

ニ

至
ツ

テ
ハ

太
ダ

大
差
謬
ナ
シ

ト
信
ズ

ル

也
今
也
民
間
ノ

景
況
九
年
十
年
度
ニ

比
ス

レ

ハ

自
ヅ
カ

ラ
情
勢
ノ

相
異
ナ
ル

有
ル

ヲ

以
今
再
ビ

之
レ

ガ
改
正
ニ

着
手
セ

ン

ト
欲
セ

バ

狭

黠
ノ
徒
巧
ミ
ニ

法
ヲ

遁
レ

以
テ
官
吏
ヲ

欺
詐
ス

ル

ニ

至
ル

恐
ラ
ク
ハ

往
日
ノ
比

ニ

非
ザ
ル

コ

ト
必
然
ナ
ラ
ン

仮
令
今
回
ノ
改
正
ニ

当
リ
テ
ヤ

法
規
ヲ

厳
ニ

シ

調
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査
ヲ

精
竅
ニ

ナ
ス

モ

其
弊
ノ

生
ス

ル

果
シ

テ
曽
テ
改
正
査
定
セ

シ

処
ニ

比
格
ス

レ

ハ

全
キ
ヲ

得
ル

ノ

難
キ
或
ハ

其
上
ニ

出
ル

モ

未
タ
以
テ
保
チ
難
シ

ト
ス

是
レ

下
官
ガ

本
年
地
位
ノ

等
級
ヲ

改
訂
ス

ル

ハ

却
テ
多
煩
徒
爾
ニ

属
ス

ト
為
ス

所
以

ナ
リ
然
レ

ト
モ

既
ニ

不
平
ヲ

唱
エ

苦
愁
ヲ

訴
フ

ル

モ

ノ

ア
リ
是
レ

改
正
セ

ザ
ル

可
ラ
ズ

ト
説
ク
者
或
ハ

之
レ

ア
ル

可
シ

ト
雖
ト
モ

大
抵
ハ

一

村
一

落
ノ

私
情
耳

勝
手
耳
敢
テ
顧
リ
ミ
ル

ニ

足
ラ
ズ

今
仮
リ
ニ

顧
リ
ミ
ル

ニ

足
ル

モ

ノ

ト
ナ
ス

モ

豈
ニ

夫
レ

一

区
一

村
ノ
人
民
私
情
ヲ

訴
フ

ル

ノ

為
メ
ニ

全
般
ノ

改
正
ヲ

要
ス

ル

ヲ

得
ン

ヤ

若
シ

小
部
落
ノ

民
情
ニ

関
セ

ス

全
般
ノ
改
正
ニ

着
手
ス

ル

ハ

今
日
ノ

公
平
法
也
ト
ナ
ス

モ

到
底
民
情
ノ

苦
断
ツ

可
ラ
ザ
ル

也
且
改
租
ノ

事
業
タ
ル
一

朝
能
ク
処
シ

了
ス

ヘ

キ
ニ

非
ス

其
費
用
タ
ル

官
民
ヲ

問
ハ

ス

多
数
巨
額
ヲ

要
ス

ル

者
ナ
レ

バ

今
〓
ニ

些
細
ノ

不
完
全
ヲ

改
メ
ン

ト
シ

テ
巨
多
ノ

費
用
ヲ

消
費
ス

ル

ハ

是
亦
徒
費
ノ
ミ

啻
ニ

徒
費
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

却
テ
権
衡
不
測
ノ

不
公
平
ヲ

生
ズ

ル

ニ

至
ル

モ

知
ル

可
カ
ラ
ズ

寧
ロ

小
不
公
平
ニ

失
ス

ル

ヲ

覚
フ

ル

モ

大
権
衡
ノ

差
異
ヲ

生
ゼ

ザ
ル

ヲ

欲
ス

ル

也
然
レ

ト
モ

山
河
土
地
ニ

於
ケ
ル

亦
タ
必
ラ
ズ

災

害
変
状
ナ
カ
ラ
ン

ヤ

其
災
害
変
状
ノ

日
ニ

方
リ
万
不
得
止
ノ

時
之
ガ
法
策
ヲ

ナ

シ

訂
正
ニ

従
事
シ

再
タ
ビ

審
査
ヲ

試
ム

ル

モ

未
タ
遅
カ
ラ
ズ

ト
ナ
ス

况
ン

ヤ

今

日
上
尚
ホ

従
前
ノ

事
務
整
頓
セ

サ
ル

ニ

於
テ
ヲ

ヤ

利
害
得
失
ノ

如
何
敢
テ
管
見

ヲ

陳
シ

区
々

ノ

鄙
言
ヲ

不
憚
上
聞
ヲ

煩
ハ

ス

如
此
候
也
　
頓
首

（「
草
稿
綴
」
山
口

匡
一

氏
蔵
）

一

一

八

　
河
港
道
路
等
地
方
税
支
出
に

関
す
る
件
達

甲
第
百
十
九
号

地
方
税
ヲ

以
テ
支
弁
ス

ヘ

キ
河
港
道
路
堤
防
橋
梁
建
築
修
繕
費
ノ

儀
県
会
ノ

決

議
ニ

因
リ
十
三
年
度
乃
チ
本
月
一

日
ヨ

リ
ノ

分
ハ

支
給
セ

サ
ル

儀
ニ

相
定
候
条

此
旨
布
達
候
事

但
明
治
十
二

年
六月

甲
第
九
十
八
号
布
達
ハ

廃
止
ト
心
得
ヘ

シ

明
治
十
三
年
七
月
十
日

　
神
奈
川
県
令
　
野
村

靖

（
神
奈
川
県
布
達
）

一

一

九

　
地
方
経
済
郡
区
分
離
条
例

甲
第
百
四
十
二

号

地
方
経
済
郡
区
分
離
条
例
県
会
之
決
議
ヲ

採
リ
左
ノ

通
相
定
メ

明
治
十
三
年
度

ヨ

リ
施
行
候
条
此
旨
布
達
候
事

明
治
十
三
年
八
月
十
八
日

　
神
奈
川
県
令

野
村

靖

地
方
経
済
郡
区
分
離
条
例

第
一

条
　
郡
区
経
済
ヲ

分
離
シ

郡
ノ

経
費
ハ

郡
ヨ

リ
徴
収
ス

ル

地
方
税
ヲ

以
テ

之
ヲ

支
弁
シ

区
ノ

経
費
ハ

区
ヨ

リ
徴
収
ス

ル

地
方
税
ヲ

以
テ
之
ヲ

□
□
□
□
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モ

ノ

ト
ス

第
二

条
　
郡
区
分
離
経
済
便
益
ノ

為
メ

営
業
税
雑
種
税
ノ

税
目
制
限

□

ヲ

取
捨
斟
酌
シ

及
ヒ

地
ニ

課
シ

戸
ニ

課
ス

ル

税
額
ヲ

定
ム

ル

ハ

郡

□

ヲ

分
別
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

第
三
条
　
経
費
ノ

内
郡
区
合
一

ニ

シ

テ
支
弁
ス

ヘ

キ
費
目
及
ヒ

其
郡
区
負
担
ノ

割
合
ヲ

定
ム

ル

左
ノ

如
シ

一

　
警
察
費

郡
区
ノ

人
口

其
年
一

月
一

日
ノ

現
員

ヲ

目
安
ト
シ

テ
割
合
区
ノ

人
口
ハ

郡
ノ

五
倍
ヲ

支
弁
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

一

　
県
会
諸
費

一

　
衛
生
費

一

　
県
立
学
校
費
及
ヒ

小
学
校
補
助
費
ヲ

以
テ
充
ヘ

キ
小
学
生
徒
賞
与
金

一

　
救
育
費

一

　
浦
役
場
及
難
破
船
諸
費

一

　

管
内
限
諸
達
書
及
掲
示
諸
費

郡
区
ノ

人
口

其
一

月
一

日
ノ

現
員
ヲ

目
安
ト
シ

テ
割
合
支
弁
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

一

　
十
全
医
院
費

郡
区
ノ

患
者
前
三
ケ
年
間
ノ

平
均

入
院
及
ヒ

外
来
患
者
ヲ

目
安
ト
シ

テ
割
合
支
弁
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

一

　
勧
業
費

勧
農
ニ

要
ス

ル

モ

ノ
ハ

郡
勧
商
ニ

要
ス

ル

モ

ノ
ハ

区
ノ

負
担
ニ

帰
シ

勧
工

及
博
覧
会
等
ニ

要
ス

ル

モ

ノ
ハ

郡
区
ノ

人
口

其
年
一

月
一

日
ノ

現
員

ヲ

目
安
ト
シ

テ

割
合
支
弁
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

第
四
条
　
将
来
郡
区
合
一

ニ

テ
支
弁
ス

ヘ

キ
経
費
ヲ

要
ス

ル

時
若
シ

ク
ハ

此
条

例
ノ

改
正
補
除
ヲ

要
ス

ル

ト
キ
ハ

県
会
ノ

決
議
ヲ

経
テ
之
ヲ

施
行
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

（
神
奈
川
県
布
達
）

一

二

〇

　
地
方
税
戸
数
割
徴
収
方
則
議
案

『
第
五
号
議
案
』

地
方
税
戸
数
割
徴
収
方
則

第
一

条
　
戸
数
割
税
ハ

地
方
税
則
ニ

依
リ
貧
富
ヲ

斟
酌
シ

之
ガ

等
差
ヲ

定
ム

ル

モ

ノ

ト
ス

第
二

条
　
等
差
ハ

動
産
不
動
産
ノ

所
有
高
ニ

依
リ
個
額
ヲ

定
メ

其
個
数
ヘ

賦
課

ス

ル

モ

ノ

ト
ス

但
其
年
度
本
村
負
担
額
ヲ

個
数
惣
計
ニ

テ
除
シ
一

個
率
ヲ

得
テ
毎
戸
ノ

個

数
ニ

乗
ス

第
三
条
　
個
数
調
査
法
ハ

左
ノ

制
限
ニ

依
ル

一

　

地
租
納
額
五
拾
銭
ヲ
一

個
ト
ス
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